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最
高
裁
は
現
行
の
絞
首
に
よ
る
死
刑
に
つ
い
て
「
火
あ
ぶ
り
、
は
り
つ
け
、
さ
ら
し
首
、
釜
ゆ
で
の
刑
の
よ
う
に
残
虐
な
執

行
方
法
を
定
め
れ
ば
、
死
刑
は
残
虐
な
刑
罰
と
い
え
る
が
、
刑
罰
と
し
て
の
死
刑
そ
の
も
の
を
直
ち
に
残
虐
な
刑
罰
と
い
う
こ

と
は
で
き
な
い
」
（
一
九
四
八
年
三
月
十
二
日
大
法
廷
判
決
）
「
現
在
わ
が
国
の
採
用
し
て
い
る
絞
首
刑
は
、
他
の
方
法
に
比 

 

し
て
特
に
人
道
上
残
虐
で
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
本
条
（
憲
法
三
六
条
）
に
違
反
し
な
い
」
（
一
九
五
五
年
四
月
六
日 

 

大
法
廷
判
決
）
と
の
判
断
を
示
し
て
き
た
。 

こ
う
し
た
判
例
は
法
令
に
従
っ
た
絞
首
刑
を
前
提
に
し
た
判
断
で
あ
り
、
執
行
の
現
場
で
法
令
を
逸
脱
し
、
死
刑
確
定
者
に

対
し
て
人
道
上
許
さ
れ
な
い
ふ
る
ま
い
が
あ
っ
た
場
合
な
ど
は
想
定
し
て
い
な
い
。
度
重
な
る
委
員
会
質
問
や
質
問
主
意
書
な

ど
で
、
法
務
省
が
死
刑
執
行
に
関
す
る
情
報
公
開
を
頑
な
に
拒
み
続
け
て
い
る
の
は
、
死
刑
執
行
を
担
当
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
の

あ
る
刑
務
官
の
証
言
な
ど
か
ら
、
執
行
の
現
場
で
残
虐
な
刑
罰
に
相
当
す
る
過
酷
な
取
り
扱
い
が
あ
っ
て
も
そ
れ
を
表
沙
汰
に

し
な
い
た
め
と
推
認
さ
れ
る
。
今
回
の
主
意
書
で
は
執
行
の
現
場
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
を
た
だ
し
た
い
。 

一 

死
刑
執
行
の
命
令 

（
1
） 

刑
事
訴
訟
法
四
七
五
条
で
は
、
死
刑
の
執
行
は
法
務
大
臣
が
命
令
す
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
法
務
大
臣
は
執

残
虐
な
刑
罰
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

一 

 



 

（
7
） 

刑
訴
法
四
七
六
条
で
は
、
法
務
大
臣
が
執
行
を
命
じ
た
と
き
は
、
五
日
以
内
に
執
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規

定
さ
れ
て
い
る
が
、
現
行
の
刑
事
訴
訟
法
が
施
行
さ
れ
た
一
九
四
九
年
以
降
、
法
定
の
五
日
以
内
に
執
行
さ
れ
な 

 

か
っ
た
ケ
ー
ス
は
あ
る
か
。 

（
6
） 

法
務
大
臣
が
死
刑
執
行
命
令
の
決
裁
で
、
刑
事
局
が
精
査
、
検
討
し
た
結
果
を
全
く
読
ま
ず
に
執
行
を
命
じ
た 

 

ケ
ー
ス
は
あ
る
か
。 

（
5
） 

法
務
大
臣
は
刑
事
局
か
ら
上
が
っ
た
死
刑
執
行
命
令
の
決
裁
に
平
均
ど
の
く
ら
い
の
時
間
を
か
け
て
い
る
か
。 

（
4
） 

法
務
大
臣
が
刑
事
局
か
ら
上
が
っ
た
死
刑
執
行
命
令
の
決
裁
を
拒
ん
だ
ケ
ー
ス
は
現
行
の
刑
訴
法
が
施
行
さ
れ
た

一
九
四
九
年
以
降
、
何
件
あ
る
か
。 

（
3
） 
法
務
大
臣
は
刑
事
局
が
判
決
や
確
定
記
録
な
ど
を
精
査
し
、
刑
の
執
行
停
止
や
再
審
、
非
常
上
告
の
事
由
、
恩
赦

相
当
の
情
状
な
ど
が
あ
る
か
な
い
か
を
検
討
し
た
結
果
に
つ
い
て
、
十
分
に
チ
ェ
ッ
ク
し
た
上
で
、
執
行
を
命
じ
て

い
る
か
。 

（
2
） 

執
行
命
令
は
ど
の
よ
う
な
書
式
で
な
さ
れ
て
い
る
か
。
法
務
大
臣
は
署
名
、
押
印
す
る
の
か
。 

行
命
令
を
出
す
こ
と
に
つ
い
て
、
総
理
大
臣
や
各
閣
僚
に
報
告
、
相
談
も
し
く
は
連
絡
し
て
い
る
か
。 

二 

 



 

三 

執
行
始
末
書 

二 

死
刑
の
立
ち
会
い 

（
5
） 

現
行
の
刑
訴
法
が
施
行
さ
れ
た
一
九
四
九
年
以
降
、
執
行
さ
れ
る
死
刑
確
定
者
が
引
き
起
こ
し
た
殺
人
事
件
の
被

害
者
の
遺
族
に
許
可
を
与
え
た
こ
と
は
あ
る
か
。
ま
た
、
司
法
修
習
生
や
報
道
関
係
者
に
許
可
を
与
え
た
こ
と
は
あ

る
か
。 

（
4
） 

検
察
官
又
は
監
獄
の
長
が
刑
場
に
入
る
こ
と
を
許
可
す
る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
人
か
。 

（
3
） 

同
条
二
項
に
よ
る
と
、
検
察
官
又
は
監
獄
の
長
の
許
可
を
受
け
た
者
以
外
は
刑
場
に
入
れ
な
い
が
、
現
行
の
刑
訴

法
が
施
行
さ
れ
た
一
九
四
九
年
以
降
、
許
可
な
く
刑
場
に
入
っ
た
者
は
い
る
か
。 

（
2
） 

検
察
官
や
検
察
事
務
官
が
死
刑
執
行
に
立
ち
会
う
の
は
な
ぜ
か
。
ま
た
、
死
刑
執
行
に
立
ち
会
う
検
察
官
、
検
察

事
務
官
は
ど
の
よ
う
に
し
て
決
め
て
い
る
の
か
。 

（
1
） 

刑
事
訴
訟
法
四
七
七
条
一
項
に
よ
る
と
、
死
刑
執
行
に
は
検
察
官
、
検
察
事
務
官
及
び
監
獄
の
長
又
は
そ
の
代
理

人
が
立
ち
会
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
現
行
の
刑
訴
法
が
施
行
さ
れ
た
一
九
四
九
年
以
降
、
立
会
人
を
欠
い
た
執

行
や
検
察
官
、
検
察
事
務
官
及
び
監
獄
の
長
又
は
そ
の
代
理
人
が
立
ち
会
い
を
拒
ん
だ
ケ
ー
ス
は
あ
る
か
。 

三 

 



 

四 

執
行
の
停
止 

（
1
） 

刑
訴
法
四
七
九
条
一
項
に
よ
る
と
、
死
刑
の
言
い
渡
し
を
受
け
た
者
が
心
神
喪
失
の
状
態
に
あ
る
と
き
、
法
務
大

臣
の
命
令
に
よ
っ
て
執
行
が
停
止
さ
れ
る
が
、
執
行
前
に
当
該
死
刑
確
定
者
が
心
神
喪
失
の
状
態
に
あ
る
か
な
い
か
、

（
6
） 

法
務
大
臣
は
自
分
が
執
行
を
命
じ
た
死
刑
の
執
行
始
末
書
を
必
ず
読
ん
で
い
る
か
。
現
行
の
刑
訴
法
が
施
行
さ
れ

た
一
九
四
九
年
以
降
、
読
ま
な
か
っ
た
法
務
大
臣
は
い
る
か
。 

（
5
） 

執
行
始
末
書
の
書
式
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。 

（
4
） 

死
刑
執
行
に
立
ち
会
っ
た
検
察
官
及
び
監
獄
の
長
又
は
そ
の
代
理
人
は
執
行
始
末
書
に
署
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
が
、
現
行
の
刑
訴
法
が
施
行
さ
れ
た
一
九
四
九
年
以
降
、
署
名
押
印
が
欠
け
て
い
た
ケ
ー
ス
は
あ
る
か
。
ま

た
、
検
察
官
及
び
監
獄
の
長
又
は
そ
の
代
理
人
の
い
ず
れ
か
が
署
名
押
印
を
拒
ん
だ
ケ
ー
ス
は
あ
る
か
。 

（
3
） 

現
行
の
刑
訴
法
が
施
行
さ
れ
た
一
九
四
九
年
以
降
、
執
行
始
末
書
が
盗
ま
れ
た
り
、
紛
失
し
た
こ
と
は
あ
る
か
。 

（
2
） 
ど
こ
に
保
存
さ
れ
て
い
る
の
か
。 

（
1
） 

刑
訴
法
四
七
八
条
に
定
め
ら
れ
た
死
刑
の
「
執
行
始
末
書
」
は
、
ど
の
よ
う
な
理
由
か
ら
作
成
さ
れ
る
の
か
。
始

末
書
は
永
久
保
存
か
。 

四 

 



 

（
7
） 

同
条
三
項
に
よ
る
と
、
死
刑
確
定
者
が
心
神
喪
失
状
態
か
ら
回
復
し
た
り
、
懐
胎
し
て
い
た
女
子
が
出
産
し
た
場

合
、
法
務
大
臣
の
命
令
が
な
け
れ
ば
刑
は
執
行
で
き
な
い
が
、
現
行
の
刑
訴
法
が
施
行
さ
れ
た
一
九
四
九
年
以
降
、

（
6
） 

現
行
の
刑
訴
法
が
施
行
さ
れ
た
一
九
四
九
年
以
降
、
刑
を
執
行
さ
れ
た
死
刑
確
定
者
は
何
人
で
、
う
ち
女
子
は
何

人
か
。
年
ご
と
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

（
5
） 

現
行
の
刑
訴
法
が
施
行
さ
れ
た
一
九
四
九
年
以
降
、
懐
胎
し
て
い
る
死
刑
確
定
者
に
刑
を
執
行
し
た
ケ
ー
ス
は
何

件
あ
る
か
。 

（
4
） 

同
条
二
項
に
よ
る
と
、
死
刑
の
言
い
渡
し
を
受
け
た
女
子
が
懐
胎
し
て
い
る
と
き
は
、
法
務
大
臣
の
命
令
に
よ
っ

て
執
行
が
停
止
さ
れ
る
が
、
執
行
前
に
死
刑
確
定
者
が
懐
胎
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
検
査
し
て
い
る
か
。 

（
3
） 

現
行
の
刑
訴
法
が
施
行
さ
れ
た
一
九
四
九
年
以
降
、
心
神
喪
失
の
死
刑
確
定
者
に
刑
を
執
行
し
た
ケ
ー
ス
は
何
件

あ
る
か
。 

（
2
） 

現
行
の
刑
訴
法
が
施
行
さ
れ
た
一
九
四
九
年
以
降
、
心
神
喪
失
の
状
態
に
あ
る
た
め
に
執
行
を
停
止
さ
れ
た
死
刑

確
定
者
は
何
人
い
る
か
。 

検
査
し
て
い
る
か
。 

五 

 



 

五 

過
酷
な
執
行 

（
4
） 

死
刑
確
定
者
が
暴
れ
た
た
め
、
刑
務
官
が
暴
行
を
加
え
て
取
り
押
さ
え
た
ケ
ー
ス
は
現
行
憲
法
が
施
行
さ
れ
た
一

（
3
） 

死
刑
執
行
に
際
し
、
無
実
を
叫
ん
だ
り
、
恐
怖
の
余
り
半
狂
乱
に
な
っ
た
り
し
て
、
舎
房
の
鉄
格
子
や
刑
場
の
ど

こ
か
に
し
が
み
つ
き
、
多
数
の
刑
務
官
で
取
り
押
さ
え
て
無
理
や
り
絞
首
の
た
め
の
ロ
ー
プ
を
首
に
巻
き
付
け
、
処

刑
し
た
ケ
ー
ス
は
現
行
憲
法
が
施
行
さ
れ
た
一
九
四
七
年
五
月
以
降
、
何
件
あ
る
か
。 

（
2
） 

刑
法
一
一
条
で
死
刑
は
絞
首
刑
と
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
現
行
憲
法
が
施
行
さ
れ
た
一
九
四
七
年
五
月
以
降
、
絞

首
刑
以
外
の
方
法
で
死
刑
が
執
行
さ
れ
た
ケ
ー
ス
は
あ
る
か
。 

（
1
） 

刑
法
一
一
条
及
び
監
獄
法
七
一
条
に
よ
る
と
、
死
刑
は
監
獄
の
刑
場
で
執
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
現
行
憲

法
が
施
行
さ
れ
た
一
九
四
七
年
五
月
以
降
、
監
獄
の
刑
場
以
外
で
執
行
さ
れ
た
ケ
ー
ス
は
あ
る
か
。 

（
8
） 
同
様
に
懐
胎
し
て
い
た
女
子
が
出
産
後
、
刑
を
執
行
さ
れ
た
ケ
ー
ス
は
何
件
あ
る
か
。
そ
の
場
合
、
法
務
大
臣
の

命
令
は
あ
っ
た
か
。 

死
刑
確
定
者
が
心
神
喪
失
の
状
態
か
ら
回
復
し
た
後
、
刑
を
執
行
さ
れ
た
ケ
ー
ス
は
何
件
あ
る
か
。
そ
の
場
合
、
法

務
大
臣
の
命
令
は
あ
っ
た
か
。 

六 

 



 

六 

死
刑
執
行
後 

（
2
） 

監
獄
法
七
二
条
で
は
、
絞
首
後
は
死
相
を
検
視
し
、
五
分
間
縄
を
解
い
て
は
い
け
な
い
と
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、

現
行
憲
法
が
施
行
さ
れ
た
一
九
四
七
年
五
月
以
降
、
死
相
を
検
視
し
な
か
っ
た
り
、
縄
を
五
分
経
過
前
に
解
い
た
り
、

（
1
） 

監
獄
法
七
一
条
二
項
で
は
、
死
刑
は
大
祭
祝
日
、
一
月
一
日
二
日
及
び
十
二
月
三
十
一
日
に
は
執
行
さ
れ
な
い
と

定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
現
行
憲
法
が
施
行
さ
れ
た
一
九
四
七
年
五
月
以
降
、
死
刑
が
大
祭
祝
日
、
一
月
一
日
二
日
及

び
十
二
月
三
十
一
日
に
執
行
さ
れ
た
こ
と
は
あ
る
か
。 

（
7
） 

絞
首
の
後
、
死
刑
確
定
者
に
何
ら
か
の
薬
品
を
投
与
す
る
こ
と
は
あ
る
か
。 

（
6
） 

死
刑
の
執
行
に
際
し
、
死
刑
確
定
者
が
暴
れ
る
な
ど
し
た
た
め
、
絞
首
の
た
め
の
ロ
ー
プ
が
切
れ
た
こ
と
は
現
行

憲
法
が
施
行
さ
れ
た
一
九
四
七
年
五
月
以
降
、
何
件
あ
る
か
。
そ
の
場
合
、
ど
の
よ
う
に
し
て
刑
を
執
行
し
た
の 

 

か
。
刑
務
官
が
別
の
ロ
ー
プ
で
首
を
絞
め
て
処
刑
し
た
ケ
ー
ス
は
な
い
の
か
。 

（
5
） 

ガ
ス
銃
を
使
用
し
、
暴
れ
回
る
死
刑
確
定
者
を
取
り
押
さ
え
た
ケ
ー
ス
は
現
行
憲
法
が
施
行
さ
れ
た
一
九
四
七
年

五
月
以
降
、
何
件
あ
る
か
。 

九
四
七
年
五
月
以
降
、
何
件
あ
る
か
。 

七 

 



 

 

八 

あ
る
い
は
逆
に
数
十
分
に
わ
た
っ
て
絞
首
の
ま
ま
の
状
態
を
続
け
た
ケ
ー
ス
は
何
件
あ
る
か
。 

（
3
） 

監
獄
で
死
亡
し
た
者
の
取
り
扱
い
を
定
め
た
監
獄
法
七
三
条
、
七
四
条
、
七
五
条
と
監
獄
法
施
行
規
則
一
七
七 

 
条
、
一
七
八
条
、
一
七
九
条
、
一
八
〇
条
、
一
八
一
条
、
一
八
二
条
は
監
獄
の
刑
場
で
処
刑
さ
れ
た
死
刑
確
定
者
に

つ
い
て
も
適
用
さ
れ
る
か
。 

七 

国
会
会
期
中
の
死
刑 

死
刑
廃
止
条
約
の
批
准
を
求
め
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
や
報
道
関
係
者
の
間
で
は
、
法
務
省
は
国
会
会
期
中
、
死
刑
は
執
行
で
き
な
い 

 

の
で
、
今
通
常
国
会
が
開
か
れ
て
い
る
六
月
十
七
日
ま
で
は
執
行
は
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
安
心
し
て
い
い
か
。 

右
質
問
す
る
。 


